
平成26年2月17日
長野県危機管理部

長野県地域防災計画平成25年度修正の概要

東日本大震災や県内で発生した災害の教訓を生かし、今後の防災対策を充実・強化するための見直しの推進

背 景

【修正のポイント】

① 防災基本計画の修正、災害対策基本法改正などの国における東日本大震災の教訓を踏まえた防災制度見直しの反映

② 平成25年8月からの特別警報の運用開始に伴う、県民の安全確保を第一とした、連絡・活動体制の強化の反映

③ 災害対応の教訓などを踏まえ、毎年度、見直しを継続している本県独自の防災体制整備の反映

主な修正内容

１．災害対策基本法改正内容等の反映

（１）県民等の円滑かつ安全な避難の確保
ア 指定緊急避難場所の指定による緊急時における県民等の安全の確保

イ 気象台、県等による市町村に対する避難指示・勧告の対象地域、判断時期

等の助言

ウ 屋外避難が危険を伴う場合における屋内での待避等の安全確保措置指示の

実施

エ 避難行動要支援者名簿の作成・活用による高齢者、障がい者等の避難行動

要支援者の適切な避難誘導、安否確認の実施体制の整備

（２）被災者保護対策の改善
ア 指定避難所の指定による被災者が一定期間滞在する避難所の環境整備

イ 避難所に避難できない被災者への物資配布、情報伝達による環境整備

ウ 罹災証明書の交付による被害の程度に応じた適切な支援の実施

エ 被災者台帳の作成による被災者支援の総合的・効率的な実施

（３）平素からの防災への取組の強化
ア 災害応急対策等に係る業務を行う企業と地方公共団体との協定締結を促進

イ 地区防災計画の作成、住民・事業者による共同防災訓練の実施等、地区内

の防災活動の推進

２．特別警報運用開始に伴う体制強化の反映

（１）県民の安全確保を第一とした、特別警報発表時における市町村、住

民への確実な連絡体制の確保

（２）本庁及び現地機関における特別警報発表時の活動体制の強化

３．本県独自の防災体制整備の反映

（１）浅間山火山防災協議会への移行に伴う火山防災に係る活動組織の見

直し

（２）国の原子力災害対策指針の改正を踏まえた原子力災害対策編の修正

（３）本庁組織の改正（H26.4）を踏まえた、各部の事務分掌及び災害対

策本部の活動体制の見直し

本県独自の不断の見直しの推進
防災基本計画の修正

（平成26年1月）

災害対策基本法の改正

（平成25年6月）
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背景

１ 防災の基本理念の明確化
○被害の最小化と被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方の明示、国・地方公共

団体・事業者・住民等各主体が一体となった防災対策の推進等

２ 大規模広域災害に対する即応力の強化
○災害緊急事態の布告時における対処基本方針の作成による政府一体となった

災害応急対策の推進、国の経済秩序の維持

○地方公共団体の機能が著しく低下した場合の国による応援、応急措置の代行に

よる支援体制の強化

３ 住民等の円滑かつ安全な避難の確保
○指定緊急避難場所の指定による緊急時における住民等の安全の確保

○避難行動要支援者名簿の作成・活用による高齢者、障害者等の避難行動要支援

者の適切な避難誘導、安否確認の実施体制の整備

４ 被災者保護対策の改善
○指定避難所の指定による被災者が一定期間滞在する避難所の環境整備

○罹災証明書の交付による被害の程度に応じた適切な支援の実施

○被災者台帳の作成による被災者支援の総合的・効率的な実施

５ 平素からの防災への取組の強化
○災害応急対策等に係る業務を行う企業と国・地方公共団体との協定締結を促進

○地区防災計画の作成、住民・事業者による共同防災訓練の実施等、地区内の

防災活動の推進

６ 大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興
○復興の基本理念（住民の意向を尊重、地方公共団体の主体的取組を国が支援）を明確化

○国の設置する復興本部による施策の推進・総合調整

○市町村の作成する復興計画に基づく計画的な復興

主な修正項目

大規模災害への対策強化

災害対策基本法の改正
（平成25年6月）

原子力規制委員会における
検討

１ 原子力災害対策重点区域における防護措置の実施
○予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）、緊急的防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）に

おける避難準備、屋内退避、避難等防護措置の実施

２ 緊急事態の区分の設定
○発災時の原子力施設の状況に応じて警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態等を

設定し、住民防護措置、モニタリング等実施すべき措置を規定

３ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の設定
○空間線量率等に応じて運用上の介入レベル（ＯＩＬ）を設定し、避難，一時移転等の

緊急事態応急対策を実施

４ 緊急時モニタリング体制の見直し
○国、地方公共団体、原子力事業者が連携した緊急時モニタリングセンターの立ち上げ、

緊急時モニタリングの実施

５ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備
○安定ヨウ素剤の緊急時の服用に係る体制や事前配布等の必要な措置を整備

原子力災害への対策強化

大規模災害からの復興に関する法律
（平成25年6月）

１ 各災害に共通する対策の整理
○各災害に共通する事項をまとめ、第２編「各災害に共通する対策編」として個別災害対策

編の冒頭に移動

２ 防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項の見直し
○東日本大震災以降の最近の防災対策の検討を踏まえ、当面、特に重点を置くべき点を

明確化し、第１編に移動

３ 最近の災害の教訓を踏まえた見直し
○避難勧告の判断基準の明確化、外国人旅行者等の避難誘導体制の構築

構成の見直し等
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